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令和元年度第 3回北広島市市民参加推進会議 

日  時 令和元年 7月 25日（木）午後 6時 30分～ 

場  所 市役所 3階 3Ｃ会議室 

出 
 

席 
 

者 

委員 

（10名） 

浦野委員、中野委員、北川委員、杉本委員、竹内委員、 

穂刈委員、小池委員、深村委員、高橋委員、 

事 務 局 近藤課長、髙嶋主査、畠山主任、池田主事 

傍 聴 者  0名 

会議次第 

 

1 開会 

 

2 協議事項 

 市民参加の推進に向けた方策の検討 

 

3 その他 

 

4 閉会 

配布資料 

・会議次第 

・資料 1 市民参加の推進に向けた方策 検討資料 

・資料 2 ＳＮＳによる情報発信 

・資料 3 メール配信システム 

・資料 4 パブリックコメントコーナー 
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１．開 会 

事務局：それでは、定刻となりましたので、令和元年度第 3回北広島市市民参加推進会議を 

開会いたします。 

本会議につきましては、出席委員が過半数を超えておりますので、北広島市市民参加条

例施行規則第 8 条第 6 項の規定により、会議が成立しますことを事務局より報告いたし

ます。 

今回の会議ですが、今年の 2 月に開催された会議でご議論いただきました市民参加の推

進につきまして、前回の会議をもとに具体的な提案などさせていただきながら、皆様に

ご意見をいただきたいと考えております。 

それでは、施行規則第 8 条第 5 項の規定により、議長につきましては竹内会長にお願い

します。竹内会長よろしくお願いいたします。 

 

議 長：はじめに議事録署名委員の指名ですが、小池委員にお願いしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

２．協議事項 

議 長：それでは、本日の協議事項 「市民参加の推進に向けた方策の検討」について事務局に説

明を求めます。 

事務局：本題に入る前に、前回 7 月 9 日の市民参加推進会議におきまして、保留となっていた件

につきまして、ご説明いたします。2019推進計画の作成について、総合計画推進委員会

の傍聴者 13名の内訳についてですが、6名が議員、その他 7名については、一般市民等

になっております。 

     

それでは、本題に入りまして、前年度の 2 月に実施しました会議において、本日と同じ

テーマ「市民参加の推進に向けた方策の検討」ということでご議論をいただきました。

その中で、平成 28 年度・平成 29 年度の推進会議で出された意見をまとめた「北広島市

における市民参加に関する報告書」から、優先的にどの方策を選んでいくのか、コスト

面や体制面など実現可能性という視点も入れながら、推進会議としての意見を出してい

ただきました。 

本日につきましては、前回ご議論をいただいた内容を事務局にて取りまとめを行ってお

りますので、再度ご議論をお願いいたします。 

なお、予算を伴う取組につきましては、次年度の予算確保に向けて手続きが必要となり

ますので、事業開始につきましては、令和 2年度以降という形になります。 

 

《資料に基づき、「市民参加の推進に向けた方策の検討」について説明》 

 

■会議録 
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議 長：ただいまの事務局の説明について、何かご意見・ご質問はありますでしょうか。 

Ａ委員：メール配信システムについて、市の HPのトップ画面にバナーを作り、そこをクリックす

るとメール配信システムに登録する画面に誘導されるというものですが、先ほどの説明

の中ではチラシその他の手段でその周知を行うと言っていたかと思いますが、その手段

というのは具体的にどんなものですか。 

事務局：メールアドレスを登録していただくというのが、まずは重要になってくるので、市民参

加フォーラムの中で積極的に周知していくとか、町内会で説明会を行い、皆様に登録し

ていただくとか、できる限りの手段を尽くしたいと考えております。 

Ａ委員：バナーをクリックしないと、「メール配信システムに登録できる」ということがわから

ないというのは良くないなので、市の HPや広報紙、SNSなどで「このバナーをクリック

すればメール配信システムに登録できますよ」というような告知が必要ではないか。 

事務局：それについては、広報紙やチラシなど紙媒体など様々な方法での周知ができると考えて

おります。 

Ａ委員：意識高揚ということに関して、市民参加推進委員による座談会を行うという話がありま

したが、実行は可能なのでしょうか。 

事務局： 広報紙で特集ページを組むためには年間の計画があるので、次年度の計画に今年度から

あげておくということであれば十分可能であると考えております。 

議  長：このことについて、みなさんはどのようにお考えですか。 

Ｂ委員：やってもおもしろいと思いますが、どのように意識高揚につながるのかというところは

しっかりプランニングしておかないと、記事になっても面白くないし、興味をひかない

と思うので、きっちり考える必要があると思います。 

Ａ委員：以前にこのような記事が広報紙に載ったことはありますか。 

事務局：はい、手法としてはいろいろな分野で考えられるものなので、あるかと思います。 

    座談会は意見の一つということなので、一つの媒体として広報紙を活用しながら、市民

参加を推進していくということができたらよいのではないかと考えております。 

Ｂ委員：「パブリックコメント」や「市民参加」という声で、市民に問いかけてもなかなか難し

いと思います。文言（キーワード）を変えることによって、HPのクリック率をあげたり、

興味をひくことができるのではないかと思います。例えば、「市政に物申す！」という

ようなキャッチフレーズなど、演出が必要なのではないかと思います。通常、行政で使

われている言葉で発信したところで、あまり結果は変わらないと思うので、その辺りの

工夫が必要であると考えます。キャッチコピーひとつで大きく変わるので、今は Web が

広がっていますし、シェア率を上げるためにも重要になってくると思います。 

Ｃ委員：今の意見はもっともだなと思いました。「物申す」という強い言い方だけでなく、「あ

なたのご意見教えてください」というような優しい言い方もできますし、キャッチコピ

ーを考えてみるのはよいのではないかと思います。 

メール配信は、お年寄りなどスマートフォンではない方でも情報を得ることができるの

で、よいのではないかと思いました。登録してもらうまでは大変だと思いますが、広報

紙などで発信することが大事だと思います。 

Ｄ委員：市政に参加するということ自体が硬いので、親しみやすさが必要だなと思うのですが、
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それをどうしたらよいかというところが難しいなと考えています。 

キャッチコピーなどで、そんなに難しいものではないということを PRしていけたらよい

のかなと思います。 

Ａ委員：「目安箱」や「市民の声」というようなものが過去に設置されていたことはありますか。 

事務局：「目安箱」のようなものを今まで置いていたということはありません。ただ、「市民の

声」という制度はあり、専用の様式やメールなどで市民の意見・要望を「市民の声」と

して受付しているところです。市民課で受付・とりまとめをし、各担当課から回答を行

っています。 

Ｅ委員：関心の高い案件については、パブリックコメントもそれなりに意見が出ていたりするの 

で、市民もまったくの無関心ということではないのだと思います。そのあたりをうまく 

コントロールしながら、意見を集めていくことが大事だと考えます。 

また、審議会には各地域から委員が選出されるようにした方がよいと考えます。関係の 

ある方々から意見を聞くことはとても大切だと思うので、検討していただければと思い 

ます。 

Ｆ委員：中学校・高校の社会科の授業の中で、市政への参加方法などを説明する時間を設けたら 

よいのではないかと思います。子どもだけではなく、その親にも影響が広がることが期 

待できるのではないかと思います。 

    また、今の若い世代はメールよりも LINEの方が主流なので、そういう世代には LINEの 

方が目に届きやすいのではないかと思います。マイピースタンプなども活用できるので 

はないでしょうか。 

事務局：LINEに関しては、事前に情報担当課に確認を行ったのですが、今後の課題という段階で

あり、市としては現在導入していない状況です。今後、市として LINEを活用していくと

いうことになれば、我々も有効に活用していきたいと考えております。 

Ｂ委員：Facebookのアカウントを見ると、「北広島市 Webサイト更新情報」と「北広島市」の 2 

つがあるのですが、これのすみ分けというのはどうなっているのでしょうか。 

事務局：「北広島市」の方は観光等のシティセールス、「北広島市 Webサイト更新情報」は市の 

HPが更新されると自動更新されるものになっています。 

Ｂ委員：「北広島市」のフォロワーが圧倒的に多いですし、画像も目を引くものが多いため、こ 

の 2つを一緒にした方が効果的なのではないかと思うのですが。「北広島市 Webサイト 

更新情報」は、画像が単調でつまらないなと感じてフォロワーが少なくなっているとい 

うことも考えられると思います。 

事務局：難しい問題ではありますが、「北広島市 Webサイト更新情報」は、市の HPが更新される 

と自動更新されるようになっているものなので、ある程度割り切っているということを 

HP担当課からも聞いているところになります。 

Ｇ委員：市民の生の声を聞くためには、こちら側が動いて直接聞くことが 1番重要だと思います。 

駅前に出向いていき、直接意見を聞くなどの手段もあると思います。 

事務局：実際に、市民説明会などで聞くことのできた生の声というのは非常に有効な手段となっ 

ていると思います。 

Ｈ委員：市民参加というのは、基本的に自治体ごとに行っているものなのでしょうか。 
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事務局：はい。 

Ｈ委員：他の自治体と連携したり、他の自治体の例を参考にしたり比較することがあってもよい 

のではないかと思います。 

また、パブリックコメントが実際にどのように反映されているのかということや、どん 

な意見が出ているのかということを広報などで公表した方がよいと思います。 

こういう意見でも良いのだなと思って、実際に自分もやってみようという人が増えるか 

もしれないと思います。 

事務局：年度終了後に、広報紙で出てきた意見や結果を載せるだとか、いろいろな方法があるか

と思いますので検討していきたいと思います。 

議 長：その他ご意見ご質問はよろしいでしょうか。 

事務局：ただいま、ご議論をいただいた内容につきましては、今後取り組んでいけるのではない

かと思うものも多くありましたので、次回以降でまた皆様にご検討いただきたいなと思

います。 

今ご議論いただいたものについては、第 5 期推進会議の報告書・提案書として成果物の

ようなものにまとめていけたらと考えております。 

現在の市民参加推進会議は任期が翌年（令和 2 年）の 5 月までとなっておりますので、

それにむけてまとめの段階を見据えながら進めていければ、と考えております。なお、

事業の実施に向けましては、皆様のご了承がいただければ、今後、次年度の予算要求に

向けた手続きを進めていくことになりますので、最終的なご審議をいただければと思い

ます。竹内会長お願いいいたします。 

議 長：ただいま事務局から説明がありましたが、前年度の 2 月に実施をした市民参加推進会議

における意見を踏まえ、事務局から示された「市民参加の推進に向けた方策」に関する

案について、今後、第 5 期市民参加推進会議からの提案書ということで整理を行うとと

もに、来年度からの事業実施に向けた予算要求などの手続きを具体的に進めていくこと

について、承認するという方向でよろしいでしょうか。 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、今後につきましては、第 5期市民参加推進会議として、まとめの作業に入っ

ていくことになります。本日の協議事項はこれで終了いたします。「その他」というこ

とで、事務局から何かございますか。 

３．その他 

事務局：次回は、市民参加フォーラムを予定しておりますが、具体的な開催時期については、ま

だ決まっておりませんので、皆さまにはまた改めてご連絡させていただこうと思います。

よろしくお願いいたします。 

以上です。 

議 長：ただいまの事務局の説明について、何か質問はございませんか。 

 

委 員：≪質問なし≫ 



－ 6 - 

４．閉 会 

議 長：それでは、本日の会議はこれで終了といたします。皆さん、お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

議事録署名委員                

 


